
    

 

 

 

 

 

 

令和６年度会計 
 

財 務 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 

 

組織及び運営の合理化に資するための意見 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月 

 

島 根 県 監 査 委 員 

  

令 和 ７ 年 11 月 14 日 

島根県報号外第105号別冊 



 

財務監査の結果に関する 報告 

 

第１  監査の概要 

 

  １  監査の対象事務 

令和６ 年度の一般会計、特別会計及び企業会計に係る 財務監査は、地方自治法

第 199 条第４ 項の規定に基づき 、島根県監査基準に準拠し 、財務に関する 事務の

執行及び経営に係る 事業の管理が法令に適合し 、正確で、最小の経費で最大の効

果を 挙げる よ う にし 、その組織及び運営の合理化に努めている かど う かについて

監査を実施し た。  

なお、 監査対象期間は、 原則と し て令和６ 年度である が、 一部の地方機関にお

いては、監査を令和６ 年度下半期に行う 関係上、令和５ 年度下半期から 令和６ 年

度上半期を対象と し た。  

 

  ２  監査実施機関及び方法  

監査対象機関 226 機関について監査を実施し た。  

本庁等は、 対象機関 87 機関のう ち、 46 機関について実地監査※１ を 、 41 機関

については書面監査※２ を 行っ た。  

ま た、 地方機関は、 対象機関 139 機関のう ち、 62 機関について実地監査を 、

77 機関については書面監査を 行っ た。  

（ 単位： 機関）  
     

区  分 監査対象機関数 監査実施機関数 実地監査 書面監査 

本 庁 等       87       87      46 41 

地方機関    139      139 62 77 

計      226      226     108     118 
 
 
      ※１  実地監査 

 各機関から 提出さ れた監査資料等をも と に、 各機関へ出向いて事務処理の
状況を調査し 、 各機関の長から の事情聴取を行う 監査 
 

      ※２  書面監査 
 各機関から 提出さ れた監査資料等をも と に、 書面によ り 事務処理の状況を
調査し 、 必要に応じ て電話等で各機関から の事情聴取を行う 監査 

 

  ３  監査実施期日   

本 庁 等  令和７ 年７ 月７ 日から ８ 月６ 日ま で 

地方機関  令和６ 年 12 月 13 日から 令和７ 年７ 月 28 日ま で 
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第２  監査の結果 

 

１  監査結果 

 

( 1)  総括 

 監査実施機関の財務事務の執行については、 監査し た限り 、 重要な点において、

おおむね適正に処理さ れている と 認めら れた。  

 なお、 是正又は改善等を要する も のと し て指摘・ 指示し た事項に係る 結果につい

ては次のと おり である 。  

 

( 2)  指摘・ 指示事項 

 指摘事項※３ は、 収入に関する も のが 15 件、 支出に関する も のが 10 件、 契約に関

する も のが３ 件、 財産に関する も のが２ 件であった。  

指示事項※４ は、 収入、 支出、 契約及び財産に関する も のが計 128 件であっ た。  

 指摘事項については、該当する 機関に対し 文書で通知する と と も に県報に登載し 、

指示事項については、 該当する 機関に対し 文書で通知する 。  

 なお、 指摘・ 指示事項に該当する 機関にあっ ては、 関係法令等を 遵守し 、 適切な

執行に努めら れたい。  

（ 単位： 件）  

区 分 
予算 
関係 

収入 
関係 

支出 
関係 

契約 
関係 

工事 
関係 

財産 
関係 

合計  昨年度 

指摘事項 0 15 10 3 0 2 30  28 

指示事項 0 32 51 24 0 21 128  105 

合 計 0 47 61 27 0 23 158  133 

 

      ※３  指摘事項 
 財務監査の結果、速やかに是正又は改善等を要する 事項で、公表する こ と が相
当と 認めら れる も ので、 次に該当する 事項 
 ( 1)  法律、 条例、 規則等に違反し たも の（ 違法又は不当な事項）  
 ( 2)  県に損害を与えたも の（ 故意又は重大な過失が認めら れる も の）  
 ( 3)  機関と し て意思決定をし ていなかったも の 
 ( 4)  経済性、 効率性及び有効性に著し く 欠ける も の 

       
※４  指示事項 

 指摘事項に該当し ないも ので、公表し ないが、該当機関に対し て文書によ って
指示し 、 是正又は改善等を求める こ と が適当なも の 
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２  指摘事項 

( 1) 収入関係事務 

①収入の調定事務が適当でないも の 

ア 島根県立男女共同参画センタ ーの施設、 設備の使用料について、 条例等の

根拠がないま ま 収入し ていたも のがあっ た。  

誤っ て徴収し た期間 平成 25 年度～令和６ 年度 

  誤徴収額      220, 420 円 

 （ 女性活躍推進課）  

 

イ  市町村に移管し た道路の占用物件について、 誤っ て占用料を 徴収し ていた。  

  誤っ て徴収し た期間 令和２ 年度～令和５ 年度 

  返還額          5, 760 円 

（ 隠岐支庁県土整備局）  

 

ウ  隠岐空港タ ーミ ナルビ ル・ 機材庫の行政財産使用料について、 収入調定の

時期が遅れていた。      

  （ 隠岐支庁県土整備局）  

 

エ 行政財産の使用許可によ り 庁舎に入居し ている 団体の経費負担額の算定に

誤り があり 、 誤徴収額の返還に伴い還付加算金が発生し ていた。  

算定を 誤った期間   令和２ 年度～令和５ 年度 

  返還額         5, 973 円 

  還付加算金       398 円 

（ 東部県民センタ ー雲南事務所）  

 

オ 旅券手数料（ 未交付失効手数料） について、 条例の根拠がないま ま 徴収し

たも のがあっ た。  

                          （ 文化国際課）  

 

カ 現金で納付さ れた犬返還料について、 必要な収入伺を 作成し ていなかっ た。  

                           （ 県央保健所）  

 

キ 現金で納付さ れた公文書の写し の交付費用について、 必要な収入伺を 作成

し ていなかっ た。  

     （ 益田児童相談所）  

 

ク  現金で納付さ れた寄付金について、 必要な収入伺を作成し ていなかっ た。  

（ わかたけ学園）  

 

ケ 令和４ 年度に収入すべき 入校料及び授業料について、 令和５ 年度に収入し

ている も のがあっ た。  

                         （ 西部高等技術校）  
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コ  市町村に移管し た道路の占用物件について、 誤っ て占用料を 徴収し ていた。  

  誤っ て徴収し た期間  平成 28 年度～令和５ 年度 

  返還額          445, 067 円 

  還付加算金       9, 035 円 

（ 浜田県土整備事務所）  

 

サ 市町村に移管し た道路の占用物件について、 誤っ て占用料を 徴収し ていた。  

  誤っ て徴収し た期間  令和３ 年度～令和５ 年度 

  返還額          184, 792 円 

                       （ 益田県土整備事務所）  

 

シ 設置を 許可し ている 自動販売機について、 令和５ 年度及び６ 年度に申請さ

れた使用面積に誤り があり 、 調定額を誤っ ている も のがあった。             

（ 中央病院）  

 

②収入の通知事務が適当でないも の 

港湾施設使用料の納入通知書の発行が遅れている も のがあった。  

   （ 松江県土整備事務所）  

 

③補助金の申請事務が適当でないも の 

国庫補助金の申請にあたり 、 医療機関から 提出さ れた事業計画書の受付が漏

れていたため、 国庫補助金の交付を 受ける こ と ができ なかっ た。  

令和６ 年度医療施設等施設整備費補助金、 医療施設等設備整備費補助金 

国庫補助金額        341, 000 円 

（ 薬事衛生課）  

 

④補助金の収入事務が適当でないも の 

国庫補助金の実績額を 国に誤っ て報告し たため、 国庫補助金を 収入でき なか

った。  

令和６ 年度デジタ ル田園都市国家構想交付金 

国庫補助金額      17, 827, 655 円 

（ 財政課）  

 

( 2) 支出関係事務 

①支出事務が適当でないも の 

ア Ｎ ＨＫ 放送受信契約を 締結し ていない機器があり 、 受信料が未払いになっ

ていた。  

未契約があっ た期間 平成 17 年度～令和７ 年度 

 未払と なっ ていた額 38, 502, 470 円 

（ 知事部局、 企業局、 病院局、 教育委員会、 公安委員会）  
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イ  令和５ 年度に職員の厚生年金保険料を 誤っ て控除し ていたため、 返還に伴

い遅延損害金が発生し ていた。  

 誤っ て控除し た額   409, 920 円 

 遅延損害金        9, 474 円 

（ 文化国際課）  

 

ウ  ダム の発電設備から 電力会社の電線路への接続に係る サービ ス 料金の支

払遅延があり 、 遅延利息が発生し ていた。  

 遅延利息               11 円 

（ 浜田県土整備事務所）  

 

エ 検査機関に委託し ている 検査料の支払遅延があり 、 遅延利息が発生し てい

た。  

 遅延利息             1, 277 円 

（ 中央病院）  

 

オ 携帯電話料金等の支払遅延があり 、 遅延利息が発生し ていた。  

 遅延利息              162 円 

（ こ こ ろの医療センタ ー）  

 

カ  令和４ 年度会計で支出すべき 学校運営協議会委員謝金を 令和５ 年度に支出

し ていた。  

（ 矢上高等学校）  

 

キ 平成 28 年度に完了し ていた委託業務に係る 契約保証金について、 令和６ 年

度に還付し ていた。    

（ 警察本部）  

 

      ②申請に対する 誤った指導等によ り 、 損害賠償を行ったも の 

ア 旅券申請に係る 添付書類の提出指示を 誤っ たこ と によ り 、 不要な添付書類

の取得費用相当額の損害賠償金を申請者に支払っていた。  

      損害賠償額（ 令和７ 年度） 1, 823 円 

（ 文化国際課）  

 

イ  高等学校等就学支援金の受給者認定申請に係る 添付書類の提出指示を 誤っ

たこ と によ り 、 不要な添付書類の取得費用相当額の損害賠償金を申請者に支

払っていた。  

      損害賠償額             284 円 

（ 学校企画課）  

 

ウ  過失によ り 現金の遺失者が返還を 受ける 権利を 喪失さ せたこ と によ り 、 遺

失者に損害賠償金を 支払っていた。  

      損害賠償額            10, 000 円 

（ 隠岐の島警察署）  
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( 3) 契約関係事務 

①契約方法が適当でないも の 

ア 競争入札すべき 契約について、 随意契約を 行っ ていた。  

低濃度 PCB廃棄物収集運搬処分業務 

   （ 浜田県土整備事務所）  

 

イ  道路工事の入札において予定価格及び最低制限価格の算定に誤り があっ た

ため、 締結し た契約を 解除し ていた。  

   （ 益田県土整備事務所）  

 

ウ  競争入札すべき 契約について、 随意契約を 行っ ていた。  

間仕切り 壁撤去業務外１ 件 

（ 教育庁総務課）  

       

( 4) 財産関係事務 

   ①財産の取得、 処分、 許可、 貸借等の処理が適当でないも の 

自動販売機の設置に係る 財産貸付の手続を 行っていなかっ た。  

（ 出雲高等学校）  

 

②物品の売却、 廃棄等の処理が適当でないも の 

廃棄し た備品について、 不用品の決定・ 処分の手続を行っ ていないも のがあ

った。  

（ 出雲農林高等学校）  

 

 

３  指示事項の主なも の 

( 1) 収入関係事務 

調定額を 誤っ ていたも の、 収入調定や納入通知書の発行が遅延し たも の、 督促

状を 発行し ていないも のや現金出納に係る 処理の不備があっ た。  

 

( 2) 支出関係事務 

契約や補助金等の交付決定を 行う 際に、 事前に必要な出納機関の確認を受けて

いないも のや、 事後に出納機関の確認を 受ける ために必要な支出負担行為書の起

票を 遅延し ていたも のがあっ た。  

 

( 3) 契約関係事務 

予定価格や見積書の不備、 入札・ 契約手続き の不備、 契約書の記載内容の不備

があっ た。  
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( 4) 財産関係事務 

①財産関係 

異動報告や使用許可台帳の記載の不備があっ た。  

 

②物品事務 

物品の登録や使用責任者の指定が漏れていたも のがあっ た。  
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 意  見  

 

第１  本年度の意見 

 

１  財務監査の結果に関する 意見 

 

( 1) 会計事務の適正化（ 各執行機関、 出納局）  

収入、 支出、 契約、 財産に関し てかねてから 指摘し 、 注意喚起し てき た事項に

ついて、 今回の監査においても 、 多く の指摘、 指示を する に至っ たこ と は、 担当

職員への会計事務や業務に関する 留意事項の周知や事務引継の徹底と と も に、

所属における 事務の適正な執行を 確保する 取組を 一層進める 必要がある こ と を

示し ている 。  

ついては、 各執行機関においては、 内部統制制度を 有効に活用する と と も に、

会計事務の進捗管理や内容のチェ ッ ク が組織的に行える よ う な工夫を する など 、

会計事務の適正な執行に努めら れたい。  

 

( 2) 収入事務の適正化（ 各執行機関）  

収入事務については、特に、手数料等の徴収の根拠と なる 条例等の改正漏れな

ど によ り 、 根拠なく 収入し ていたも のや、 国庫補助金を 申請、 収入事務の不備に

よ り 県に収入でき なかっ たも のがあっ た。  

 こ う し た収入事務の誤り は、 還付や追加徴収等の事務手続や、 還付加算金等

が発生する だけでなく 、県民や申請者の信頼を 損なう も のであり 、事案によ って

は財源に大き な影響が生じ る こ と も 考えら れる 。  

ついては、 各執行機関にあっ ては、 会計規則など 収入事務の処理手続き に関す

る 規定等のほか、 収入の根拠と なる 県の条例、 規則や関係する 国の法令、 使用許

可等の対象と なる 財産の現況等についても 改めて確認し 、 収入事務の適正な執

行に努めら れたい。  
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２  組織及び運営の合理化に資する ための意見 

 

( 1) 内部統制制度の実効性ある 運用（ 各執行機関、 人事課）  

多く の所属では内部統制リ ス ク 評価シート を 活用し たチェ ッ ク など を 行いリ

ス ク 防止が図ら れている が、発生の可能性がある と 評価し たリ ス ク 、不適切と 評

価し た事項について、 その後の業務の執行に十分には活用でき ていない状況も

見受けら れた。  

リ ス ク 評価シート の活用は、 それぞれの所属で担っ ている 多様な業務につい

て異動によ り 新たに担当する 職員が財務会計上のリ ス ク を 把握し 、ま た、若い職

員が相対的に増加する なかで経験の浅い職員を 指導する ためには有効である 。  

ま た、 内部統制を 有効に機能さ せる こ と は、 ミ ス の防止や低減だけでなく 、 よ

り 重要な施策や課題に注力でき る 効果を も たら すこ と と なる 。  

各執行機関においては、全庁共通の項目に留意する だけでなく 、各所属で発生

する（ 可能性のある ） リ ス ク を 自ら 認識し 、 独自のリ ス ク 項目や留意事項、 発生

し た不適切な事項など を リ ス ク 評価シート に随時追記し てチェ ッ ク を 行い、 財

務事務のミ ス 防止の仕組みが機能し ている かを 意識し て、引き 続き 、日々の事務

に取り 組ま れたい。  

人事課は、 各種研修の機会を 活用し て内部統制制度の本質や狙いを 伝える と

と も に、 定期的な自己点検や日常的な業務の執行を 通じ て見つかっ たリ ス ク や

対応策を リ ス ク 評価シート へ追記し 活用する こ と によ る リ ス ク 防止の強化につ

いて、 各所属で内発的な活動が促進さ れる よ う 取り 組ま れたい。  

 

( 2) 適切な事務処理の確保（ 各執行機関）  

今回の監査では、 申請受付の際の誤っ た指導など 不適切な事務処理によ り 生

じ た損害を賠償し た事案が複数みら れた。  

各執行機関においては、 組織運営にあたり 、 会計事務に限ら ず県行政に関す

る 事務全般について、 誤った指導など の結果によ り 、 県民や関係者に対し 、 経済

的な損害等を 与える リ ス ク がある と いう こ と についても 十分に認識し 、 適切な

事務処理に取り 組ま れたい。  
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第２  昨年度の意見に対する 措置状況の評価 

 

 昨年度の意見は、 次のと おり であった。  

 

１  財務監査の結果に関する 意見 

( 1) 会計事務の適正化 

( 2) 収入事務の適正化  

 

２  組織及び運営の合理化に資する ための意見 

( 1) 内部統制制度の実効性ある 運用 

 

 

 こ れに対する 措置状況について、 次のと おり 評価する 。  

 

 １  次の事項については、 効果的な改善措置が講じ ら れたこ と を 評価する も のであり 、

一層の推進を 期待し たい。  

    該当なし  

 

 ２   次の事項については、 改善措置に向けて具体的に着手さ れている も のであり 、 今後

の状況を 見守り たい。  

    １ ( 1) 会計事務の適正化  

    ２ ( 1) 内部統制制度の実効性ある 運用 

 

 ３  次の事項については、 改善措置がま だ不十分である と 認めら れる も のであり 、 引き

続き 改善を 進めら れたい。  

１ ( 2) 収入事務の適正化 
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（ 本庁等： 実地監査）

部 局 監査実施機関 監査実施期日 部 局 監査実施機関 監査実施期日

政 策 企 画局 政 策 企 画 監 室 令 和 7 年 8 月 1 日 農 林 水 産部 農 林 水 産 総 務 課 令 和 7 年 8 月 6 日

総 務 部 総 務 部 総 務 課 令 和 7 年 8 月 1 日 商 工 労 働部 商 工 政 策 課 令 和 7 年 7 月 29 日

人 事 課 令 和 7 年 7 月 31 日 観 光 振 興 課 令 和 7 年 7 月 29 日

財 政 課 令 和 7 年 7 月 29 日 し ま ね ブ ラ ン ド 推 進課 令 和 7 年 7 月 18 日

税 務 課 令 和 7 年 7 月 31 日 産 業 振 興 課 令 和 7 年 7 月 18 日

管 財 課 令 和 7 年 7 月 16 日 企 業 立 地 課 令 和 7 年 7 月 23 日

営 繕 課 令 和 7 年 7 月 31 日 中 小 企 業 課 令 和 7 年 7 月 23 日

情 報システム推 進課 令 和 7 年 7 月 22 日 雇 用 政 策 課 令 和 7 年 7 月 23 日

総 務 事 務 セ ン タ ー 令 和 7 年 7 月 24 日 土 木 部 土 木 総 務 課 令 和 7 年 8 月 4 日

防 災 部 消 防 総 務 課 令 和 7 年 8 月 4 日 下 水 道 推 進 課 令 和 7 年 7 月 7 日

防 災 危 機 管 理 課 令 和 7 年 7 月 23 日 令 和 7 年 7 月 29 日

原 子 力 安 全 対 策 課 令 和 7 年 7 月 24 日 令 和 7 年 7 月 7 日

地 域 振 興部 地 域 政 策 課 令 和 7 年 7 月 31 日 令 和 7 年 7 月 8 日

し まね暮 ら し 推 進 課 令 和 7 年 7 月 30 日 令 和 7 年 7 月 29 日

中 山 間 地 域 ・
離 島 振 興 課 令 和 7 年 7 月 24 日 教 育 委 員会 教 育 庁 総 務 課 令 和 7 年 8 月 4 日

市 町 村 課 令 和 7 年 7 月 29 日 公 安 委 員会 警 察 本 部 令 和 7 年 8 月 1 日

交 通 対 策 課 令 和 7 年 7 月 16 日 令 和 7 年 7 月 29 日

環 境 生 活部 環 境 生 活 総 務 課 令 和 7 年 7 月 29 日 令 和 7 年 7 月 24 日

健 康 福 祉部 健 康 福 祉 総 務 課 令 和 7 年 8 月 4 日 令 和 7 年 7 月 29 日

地 域 福 祉 課 令 和 7 年 8 月 4 日

医 療 政 策 課 令 和 7 年 7 月 16 日

健 康 推 進 課 令 和 7 年 7 月 22 日

高 齢 者 福 祉 課 令 和 7 年 7 月 22 日

青 少 年 家 庭 課 令 和 7 年 8 月 4 日

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 課 令 和 7 年 7 月 18 日

障 が い 福 祉 課 令 和 7 年 7 月 30 日

薬 事 衛 生 課 令 和 7 年 7 月 18 日

( 注) し ま ねブラ ンド 推進課は商工労働部に記載

計

令和６ 年度会計･財務監査実施機関及び実施期日

出 納 局

企 業 局

病 院 局

議 会 事 務 局

人 事 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

46機関

労 働 委 員 会 事 務 局
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（ 本庁等： 書面監査）

部 局 監査実施機関 部 局 監査実施機関

政 策 企 画 局 女 性 活 躍 推 進 課 土 木 部 技 術 管 理 課

秘 書 課 用 地 対 策 課

広 聴 広 報 課 道 路 維 持 課

統 計 調 査 課 道 路 建 設 課

環 境 生 活 部 人 権 同 和 対 策 課 高 速 道 路 推 進 課

文 化 国 際 課 河 川 課

ス ポ ー ツ 振 興 課 斐 伊 川 神 戸 川 対 策 課

島 根 か み あ り
国 ス ポ ・ 全 ス ポ 準 備 室 港 湾 空 港 課

自 然 環 境 課 砂 防 課

環 境 政 策 課 都 市 計 画 課

廃 棄 物 対 策 課 建 築 住 宅 課

農 林 水 産 部 農 山 漁 村 振 興 課 教 育 委 員 会 教 育 施 設 課

農 業 経 営 課 学 校 企 画 課

産 地 支 援 課 教 育 指 導 課

畜 産 課 特 別 支 援 教 育 課

農 村 整 備 課 保 健 体 育 課

農 地 整 備 課 社 会 教 育 課

林 業 課 人 権 同 和 教 育 課

森 林 整 備 課 文 化 財 課

水 産 課 福 利 課

沿 岸 漁 業 振 興 課

監査実施期日 令和７年７月９日～令和７年８月４ 日 計 41機関

（注）書面監査は、実地監査の対象としなかった機関について実施

令和６ 年度会計･財務監査実施機関及び実施期日
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（ 地方機関： 実地監査）

部 局 監査実施機関 監査実施期日 部 局 監査実施機関 監査実施期日

総 務 部 隠 岐 支 庁 県 民 局 令 和 7 年 7 月 11 日 土 木 部 県 央 県 土 整 備 事 務 所 令 和 7 年 7 月 10 日

隠 岐 支 庁 隠 岐 保 健 所 令 和 7 年 7 月 1 日 浜 田 県 土 整 備 事 務 所 令 和 7 年 7 月 3 日

隠 岐 支 庁 農 林 水 産 局 令 和 7 年 7 月 1 日 益 田 県 土 整 備 事 務 所 令 和 7 年 6 月 26 日

隠 岐 支 庁 県 土 整 備 局 令 和 7 年 7 月 11 日 出 雲 空 港 管 理 事 務 所 令 和 7 年 1 月 8 日

東 部 県 民 セ ン タ ー 令 和 7 年 7 月 11 日
宍 道 湖 流 域
下 水 道 事 務 所

令 和 7 年 7 月 7 日

東 部 県 民 セ ン タ ー
雲 南 事 務 所

令 和 7 年 1 月 31 日 浜 田 港 湾 振 興 セ ン タ ー 令 和 7 年 7 月 4 日

西 部 県 民 セ ン タ ー 令 和 7 年 7 月 3 日 企 業 局 東 部 事 務 所 令 和 7 年 7 月 7 日

西 部 県 民 セ ン タ ー
県 央 事 務 所

令 和 7 年 1 月 24 日 西 部 事 務 所 令 和 7 年 7 月 7 日

東 京 事 務 所 令 和 7 年 6 月 27 日 病 院 局 中 央 病 院 令 和 7 年 7 月 8 日

防 災 部 消 防 学 校 令 和 7 年 1 月 16 日 こ こ ろ の医 療セン ター 令 和 7 年 7 月 8 日

原 子 力 環 境 セ ン タ ー 令 和 7 年 1 月 22 日 教育 委員会 浜 田 教 育 事 務 所 令 和 7 年 2 月 5 日

地域振 興部
中 山 間 地 域
研 究 セ ン タ ー

令 和 7 年 1 月 9 日 教 育 セ ン タ ー 令 和 7 年 1 月 22 日

環境生 活部 芸 術 文 化 セ ン タ ー 令 和 7 年 1 月 21 日
東 部 社 会 教 育
研 修 セ ン タ ー

令 和 7 年 1 月 28 日

健康福 祉部 雲 南 保 健 所 令 和 7 年 1 月 9 日 図 書 館 令 和 7 年 1 月 23 日

県 央 保 健 所 令 和 7 年 1 月 24 日 古 代 出 雲 歴 史 博 物 館 令 和 7 年 1 月 15 日

益 田 保 健 所 令 和 7 年 1 月 21 日 情 報 科 学 高 等 学 校 令 和 7 年 1 月 23 日

保 健 環 境 科 学 研 究 所 令 和 7 年 1 月 22 日 宍 道 高 等 学 校 令 和 7 年 1 月 27 日

出 雲 児 童 相 談 所 令 和 7 年 1 月 15 日 三 刀 屋 高 等 学 校 令 和 7 年 1 月 9 日

益 田 児 童 相 談 所 令 和 7 年 1 月 15 日 出 雲 商 業 高 等 学 校 令 和 7 年 1 月 28 日

わ か た け 学 園 令 和 7 年 1 月 27 日 邇 摩 高 等 学 校 令 和 7 年 2 月 5 日

女 性 相 談 セ ン タ ー 令 和 7 年 1 月 23 日 江 津 高 等 学 校 令 和 7 年 2 月 5 日

食 肉 衛 生 検 査 所 令 和 7 年 1 月 24 日 益 田 翔 陽 高 等 学 校 令 和 7 年 1 月 14 日

農林水 産部
東 部 農 林 水 産
振 興 セ ン タ ー

令 和 7 年 7 月 11 日 隠 岐 島 前 高 等 学 校 令 和 7 年 7 月 10 日

東 部 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー
出 雲 家 畜 衛 生 部 令 和 7 年 1 月 28 日 盲 学 校 令 和 7 年 1 月 28 日

西 部 農 林 水 産
振 興 セ ン タ ー

令 和 7 年 7 月 4 日 松 江 ろ う 学 校 令 和 7 年 1 月 28 日

畜 産 技 術 セ ン タ ー 令 和 7 年 1 月 8 日 出 雲 養 護 学 校 令 和 7 年 1 月 15 日

商工労 働部 大 阪 事 務 所 令 和 7 年 6 月 4 日 隠 岐 養 護 学 校 令 和 7 年 7 月 1 日

広 島 事 務 所 令 和 7 年 6 月 3 日 松江 緑が 丘養 護 学 校 令 和 7 年 1 月 16 日

産 業 技 術 セ ン タ ー 令 和 7 年 1 月 23 日 公安 委員会 雲 南 警 察 署 令 和 7 年 1 月 20 日

西 部 高 等 技 術 校 令 和 7 年 1 月 15 日 津 和 野 警 察 署 令 和 7 年 1 月 14 日

隠 岐 の 島 警 察 署 令 和 7 年 7 月 11 日

浦 郷 警 察 署 令 和 7 年 7 月 10 日

計

（ 注） 地方機関の実地監査は、 組織の規模等によ り 、 1～3年に１ 回の間隔で実施

62機関

令和６ 年度会計･財務監査実施機関及び実施期日
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（ 地方機関： 書面監査）

部 局 監査実施機関 部 局 監査実施機関

総 務 部
東 部 県 民 セ ン タ ー
出 雲 事 務 所 教 育 委 員 会 安 来 高 等 学 校

西 部 県 民 セ ン タ ー
益 田 事 務 所 松 江 北 高 等 学 校

公 文 書 セ ン タ ー 松 江 南 高 等 学 校

自 治 研 修 所 松 江 東 高 等 学 校

環 境 生 活 部 美 術 館 松 江 工 業 高 等 学 校

健 康 福 祉 部 出 雲 保 健 所 松 江 商 業 高 等 学 校

浜 田 保 健 所 松 江 農 林 高 等 学 校
島 根 あ さ ひ 社 会 復 帰
促 進 セ ン タ ー 診 療 所 大 東 高 等 学 校

中 央 児 童 相 談 所 横 田 高 等 学 校

浜 田 児 童 相 談 所 飯 南 高 等 学 校

心 と 体 の 相 談 セ ン タ ー 平 田 高 等 学 校

農 林 水 産 部
東 部 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー
松 江 家 畜 衛 生 部 出 雲 高 等 学 校

東 部 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー
雲 南 事 務 所 出 雲 工 業 高 等 学 校

東 部 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー
出 雲 事 務 所 出 雲 農 林 高 等 学 校

西 部 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー
川 本 家 畜 衛 生 部 大 社 高 等 学 校

西 部 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー
益 田 家 畜 衛 生 部 大 田 高 等 学 校
西 部 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー
県 央 事 務 所 島 根 中 央 高 等 学 校

西 部 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー
益 田 事 務 所 矢 上 高 等 学 校

農 業 技 術 セ ン タ ー 江 津 工 業 高 等 学 校

農 林 大 学 校 浜 田 高 等 学 校

水 産 技 術 セ ン タ ー 浜 田 商 業 高 等 学 校

商 工 労 働 部 東 部 高 等 技 術 校 浜 田 水 産 高 等 学 校

土 木 部 松 江 県 土 整 備 事 務 所 益 田 高 等 学 校

雲 南 県 土 整 備 事 務 所 吉 賀 高 等 学 校

出 雲 県 土 整 備 事 務 所 津 和 野 高 等 学 校

浜 田 河 川 総 合 開 発 事 務 所 隠 岐 高 等 学 校

教 育 委 員 会 松 江 教 育 事 務 所 隠 岐 水 産 高 等 学 校

出 雲 教 育 事 務 所 浜 田 ろ う 学 校

益 田 教 育 事 務 所 松 江 養 護 学 校

隠 岐 教 育 事 務 所 石 見 養 護 学 校

浜 田 教 育 セ ン タ ー 浜 田 養 護 学 校

西 部 社会 教育 研修 セン ター 益 田 養 護 学 校

青 少 年 の 家 松 江 清 心 養 護 学 校

少 年 自 然 の 家 江 津 清 和 養 護 学 校

埋 蔵 文 化 財 調 査 セ ン タ ー 公 安 委 員 会 松 江 警 察 署

安 来 警 察 署

出 雲 警 察 署

大 田 警 察 署

川 本 警 察 署

江 津 警 察 署

浜 田 警 察 署

益 田 警 察 署

計 77機関

監査実施期日 令和６年12月13日～令和７年７月28日

（注）書面監査は、実地監査の対象としなかった機関について実施

令和６ 年度会計･財務監査実施機関及び実施期日
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